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交付金（１/２）
都道府県
市町村

【主な対象施設のイメージ】
 ローカルイノベーションに資する公設試験研究機関

（附帯設備を含む）の改修等

 地域経営の視点に立った観光地域づくりに効果的な観
光施設の改修等

 地域全体としてのブランディング戦略の確立に資する
収益施設等（６次産業化施設等を含む）の整備

 生涯活躍のまちの推進に資する多世代交流の拠点施設
（既存施設の改修等を含む）の整備

 移住定住促進のために行う空き施設の改修等

 小さな拠点づくりに資する地域コミュニティ組織の日
常的な活動の場として機能する基幹的な拠点施設の整
備（廃校舎、旧役場、公民館等の改修を含む）

【手続き】
○ 地方公共団体は、対象事業に係る地域再生計画を作成

し、内閣総理大臣が認定。

○ 未来への投資に向けて、地方公共団体の地方版総合戦

略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの事業

について、地方の事情を尊重しながら施設整備等の取組

を推進するための交付金を創設。

① ローカルアベノミクス、地方への人材還流、小さな

拠点形成などに資する、未来への投資の実現につな

がる先導的な施設整備を支援

② ＫＰＩを伴うＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の

「縦割り」事業を超えた取組

地方創生拠点整備交付金

28年度第二次補正予算 900億円（事業費ベース 1,800億円）
※道、汚水処理施設、港の公共事業（３０.２億円）を含む

事業概要・目的 事業イメージ

資金の流れ

○ 未来への投資につながる施設整備等を行うことにより、

地方における安定した雇用創出、地方への新しいひとの

流れ、まちの活性化など地方創生の深化に寄与

期待される効果

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」

の設定

「ＰＤＣＡサイクル」
の確立
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